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●月刊ガバナンスの人気連載「自治体法務と地域創生」。
　最新情報を盛り込むなどブラッシュアップして、待望の書籍化。
●関東学院大学地域創生実践研究所に所属する執筆陣が、
　論点をリレー形式でつなぎながら、自治体法務の考え方・進め方のヒントを提示。
●企画・法務担当をはじめとする自治体職員や地方議会議員の実務の視座となる一冊。

出石 稔、大石貴司、釼持麻衣、津軽石昭彦、牧瀬 稔　著
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地域創生
 
推進のカギとなる 自治体法務

 
を、

「立法」「法執行」「争訟評価」など
政策法務

 
の視点で展開。

　「地方創生」は、人口減少社会において東京一極集中を是正す
ることが主眼だが、果たして機能してきたのか。むしろ、東京
や神奈川、大阪などの大都市も、限界集落を抱える地方もみな
それぞれ、「地域」ではないのか。つまり、東京に対しての「地
方」ではなく、国に対しての「地域」であるべきで、地域自ら
の取り組みで活力に満ちた地域社会を形成していくことが不可
欠ではなかろうか。これが地方分権の原点であったはずである。
　本書の著者が所属する関東学院大学では、こうした問題意識

を研究の中心に据え、「地域創生実践研究所」を設置している。
　本書は、同研究所が執筆を担い、社会に発信することで、実
務と研究への貢献を目指そうとするものである。具体的には、
地域創生を推進する重要な手段である「自治体法務」を前面に
据えつつ、地域創生を現場の視点で考察する。とりわけ自治体
法務に精通する所員・研究員が、「立法」、「法執行」、「争訟評価」
から成る「政策法務」の視点から展開している。
� 関東学院大学法学部長　出石　稔

「はじめに」より（抜粋）

オンラインショップからの
お申し込みで送料弊社負担！

第１章　自治体法務の勘所
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今回は、「政策法務」に関する筆者の新たな定義を提示するとともに、
一般的なPDCAサイクルと異なる自治体法務独特のプロセスを追う。

自治体法務のPDCAサイクル
　自治体の政策推進においては、PDCAサイクルを回すことが当然のこ
ととなっている。総合計画をはじめとする計画行政ではもちろんのこと、
法務でもPDCAサイクルは当てはまる。国では法律を、自治体では条例
を制定し（Plan）、これを執行し（Do）、執行状況を踏まえて見直し、必
要に応じて法律や条例を改正したり新規立法したりすることを検討する
（Check-Action）。このCAが「評価法務」に位置づけられる。
　≪第１回≫で牧瀬氏は、筆者の政策法務の定義（注１）を活用しているとし、
同時に「今は変わっているかもしれない。その真実は本書で本人（出石教
授）が明らかにすると思われる」とも述べている。この回答を示すと、筆
者の従来の定義では、自治体法務は「立法法務」（P）と「執行法務（解
釈運用法務）」（D）に整理される。しかし、前述のように政策法務には
「評価法務」（CA）が不可欠となる（注２）。
　ただし、自治体法務のサイクルには計画行政と相違点がある。法務の
PDCAサイクルは、「D」→「CA」の成果が「P」のみではなく、「D」に
結実する場合が少なくない。PDCAとPDCDという法務の改善サイクル
が存在する。平たく言えば、法律や条例を改正しないまでも解釈運用の見

自治体法務の
プロセスから考える
──�法執行（Do）からはじまる政策法務

出石　稔

第5回
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注１　「法を政策実現の手段としてとらえ、有効かつ効果的に地域固有の課題の解決や政策の推進を図
るために、法令を地域適合的に解釈運用し、地域特性に応じた独自の条例を創る法的な活動」と
定義している。出石稔『自治体職員のための政策法務入門』（第一法規、2008年）。

注２　2000年分権以前は、法定事務について自治体は、国の指揮監督のもと淡々と執行するのみ（D）
であり、条例は制定すること（P）自体が目的化されていたことから、法律や条例の執行を踏ま
えた評価・見直し（CA）という発想は芽生えなかった。

直しにより対応するということである。
　そこで、以下に自治体政策法務の新たな定義を提示してみたい。

　法を政策実現の手段としてとらえ、有効かつ効果的に地域固有の課
題の解決や政策の推進を図るために、①法令を地域適合的に解釈運用
し、②地域特性に応じた独自の条例を創り、③かつ適時に法令や条例
の運用の改善、条例の改正を行う法的な活動。

政策法務サイクルの回し方
（１）DCAサイクル
　さらに自治体政策法務のサイクルについて重要な論点がある。法律の多
くは自治体が執行している。つまり、自治体の法務は、こと国法について
は、PはなくDからはじまる。そして、2000年に施行された地方分権一括
法により法定事務であってもすべて自治体（地域）の事務に整理され、自
治体の法解釈権が確立された（地方自治法第２条第12・13項）ことから、
自治体自ら法解釈し、運用を改善することにより地域の課題を法執行で叶
えることができるようになった。すなわち、DCAのサイクルが回るわけ
である。
　具体例をあげてみよう。
　都市計画法第53条第１項では、都市計画施設の区域内での建築物の建
築について許可制とし、同法第54条で「（前略）次の各号のいずれかに該
当するときは、その許可をしなければならない」とし、その第３号で次の
ように規定している。

　当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は
除却することができるものであると認められること。
イ　階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。

　つまり、将来都市計画事業の実施が困難にならないように、自己所有地

2

002-021_jititaihoumu_SIB_02.indd   18-19002-021_jititaihoumu_SIB_02.indd   18-19 2026/01/13   16:322026/01/13   16:32

第６章　議会
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　③町村議会には「法務」があ
る。しかし、道府県議会には
「法務」がない。この違いが筆
者はわからない。強引に解釈す
ると、道府県議会は予て議員提
案政策条例を実現しているため、
すでに「法務」が備わっている
と判断する。町村議会は議員提
案政策条例が依然として少ない。
そのため「これから法務を高め
て議員提案政策条例を後方支援
したい」という思いが条例に書
き込まれていると判断できる。
　情報提供になるが、境町（茨
城県）議会基本条例は具体的に
議会事務局の役割を明記してい

る。それは「議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提
供に努めなければならない」とある（第20条）。第２項では「議会事務局
は、議員の補佐にとどまらず、執行部とのパイプ役に努めなければならな
い」とある。執行部との「パイプ役」を規定しているのが特徴である。図
１を確認して、読者はどのように考えただろうか。今回は問題提起として
提示しているため、読者なりに考えていただきたい。

その他条例における議会事務局職員の能力
　多くの議会基本条例は「議会の活性化、充実及び発展を心がけ、行動す
るものとする」と記している。
　君津市（千葉県）議会基本条例は「調査能力、政策立案能力、法務能力
等の向上」と具体的に明記している。議会基本条例ではないが、黒松内町
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（北海道）みんなで歩むまちづくり条例では議会事務局職員に求められる
能力に言及している。
　三重県議会基本条例には、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定
めて、議会事務局職員として独自に採用することを明記した意欲的な条文
がある。三重県議会とは別の某議会は、同条文を議会基本条例に用意し、
実際に特別職の議会政策秘書（任期４年）を独自採用したケースがある。
議会政策秘書は、年間約500万円という人件費が必要となる。しかし、予
算の提案権と執行権を有する市長に対して、具体的な予算措置に関する協
議がなかった。そこで市長は地方自治法に基づき、再議に付した。その後、
某議会の議会基本条例は、自治紛争処理委員による調停が成立し廃案とな
っている。

議会事務局職員に求められる能力
　筆者は議会事務局の行政評価からも、必要とする能力を考察した。行政
評価に記されている内容も、全体的に抽象的に明記されているため、職員
に必要な具体的な能力は見出せなかった。
　筆者は、議会事務局職員も自治体職員であるならば、一般的な政策形成
能力は持っていなくてはいけないと思う。例えば、データの収集・分析を
はじめ、昨今強く指摘されているEBPMである（注６）。政策法務や財務能力
も必要だろう。境町議会が指摘しているような利害関係者との調整能力も
求められる。
　ただし、小規模の議会は、職員数が少ないため、すべてを網羅すること
はできない。その場合は、地方自治法による専門的知見の活用制度（同法
第100条の２）などにより、議決を経て議会外の主体（学識者や大学、民
間企業やNPO等）と連携していくこともできる。
　当たり障りのない結論になるが、議会事務局職員は、最低限の政策形成
能力を確保しつつ、足りない能力は、外部の力を拝借し、議会の後方支援
を進めていく必要があるだろう。

4

注６　EBPMとは「Evidence Based Policy Making」の略称である。しばしば「データ等の証拠に
基づく政策づくり」と言われる。

注５　参考として、全国町村議会議長会は議会事務局職員研修会を開催しており、2023年度の研修会
には約300人の事務局職員が参加している。

図１　�道府県議会基本条例と町村議会基本
条例の「議会の役割」テキストマイ
ニング

道府県議会基本条例

町村議会基本条例

出典：各自治体の例規を参考とし、筆者作成。
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